
令和4年度

春の全国交通安全運動 4/6～4/15

夏の交通安全運動 7/13～7/22

秋の全国交通安全運動 9/21～9/30

冬の交通安全運動 11/13～11/22

新入学児童を交通事故
から守る運動

4/7～4/30

幼稚園旗の波 4/15、9/30

死亡事故防止の街頭啓
発

5/10

暴走族根絶等啓発活動
への協力

5/30～

チャレンジ・セーフ
ティラリー2022

6/1～6/30

交通安全運動出動式 7/13

飲酒運転根絶に関する
取組

夏：7/13～
冬：11/13～

・4/30の死亡事故発生を受けて、野幌駅周辺の飲食店を訪
問し、交通事故防止の呼びかけ

・各業種の交通関係等車両が参加し、市民の耳目を集めた
上で交通安全運動を周知して、交通安全意識の向上を図る
（パトカー、サインカー、自衛隊車両、交通安全指導車、
トラック、バス、タクシー、消防車両、郵便車両、建設車
両等）
・車両展示（参加者・見学者等）、各機関からの情報発信

・北海道暴走族根絶等啓発ポスターの掲示、チラシの配布

・広報えべつ・市ホームページに啓発記事を掲載。
・市関連施設等へ春の交通安全運動ポスター掲示依頼。
・啓発パトロール・交通安全街頭指導・パトライト啓発

・広報えべつ・市ホームページに啓発記事を掲載。
・市関連施設等へ夏の交通安全運動ポスター掲示依頼。
・啓発パトロール・交通安全街頭指導・パトライト啓発

・広報えべつ・市ホームページに啓発記事を掲載。
・市関連施設等へ秋の交通安全運動ポスター掲示依頼。
・啓発パトロール・交通安全街頭指導・パトライト啓発

・広報えべつ・市ホームページに啓発記事を掲載。
・市関連施設等へ冬の交通安全運動ポスター掲示依頼。
・啓発パトロール・交通安全街頭指導・パトライト啓発

行事名 日時 内　　　　　容

・新入学児童とその保護者を対象に交通安全パンフレット
及び交通安全おまもりを贈呈。
・市内小・中学校へ交通安全旗を配布し、敷地内に掲揚を
依頼。
・交通安全指導員による街頭指導

・幼児・警察・関係団体による旗の波啓発活動
・啓発品の配布

・市ホームページによる安全運転を意識し無事故・無違反
を目指すラリーへの参加の呼びかけ
・交通安全関係団体への参加の依頼

・野幌飲食店を訪問し、飲酒運転根絶啓発活動を行う
（7/13）
・市関連施設へのポスター掲示、チラシの配布
・海水浴場等における飲酒運転根絶の取組として、ポス
ター掲示、チラシの配布
・野幌料飲店組合加入店舗に対し啓発品を贈呈し、来客へ
啓発品の配布と飲酒運転根絶の声掛けを依頼。（11/22）
・広報えべつ、市ホームぺージにて飲酒運転禁止について
周知



令和4年度

行事名 日時 内　　　　　容

安全安心講座 7/14

自転車の安全利用啓発
7/15、10/13、
11/14

高齢者交通安全対策用
啓発品の配布

8/29～

江別市交通安全市民総
決起集会、出動式、旗
の波啓発

9/21

道警コンサートinえべ
つ

11/12

運転免許証の自主返納
と運転経歴証明書制度
の周知

11/16～

20歳となる人への自動
車安全運転啓発

1/8

大型店等における啓発
活動（店内放送、街頭
啓発）

春：4/6～4/15
夏：7/13～7/22
秋：9/21～9/30
冬：11/13～11/22

啓発パトロール
毎月1日、15日
各運動期間中の平
日

交通安全街頭指導
毎月1日、15日
各運動期間中の平
日

パトライト啓発

春：4/6、、4/12、
　　4/13
夏：7/12、7/15
秋：9/27、9/28、
　　9/30
冬：11/17

交通安全教室 通年

・新たに20歳となる人の集まるはたちのつどいにおける自
動車安全運転チラシの配布による交通安全啓発。

・北海道警察音楽隊の演奏や江別警察署による交通安全啓
発講話、反射材、交通安全啓発チラシ等の配布を行い、交
通安全意識の高揚を図る。

・市内寺院へ、高齢者交通安全対策（寺院対策）用啓発資
材の配布

・交通事故のない安全安心なまちづくりを推進するため、
市民に対して交通安全に関する知識を深め、意識を高める
ために必要な情報の提供、助言等を行う。
・夜光反射材の効果の実践
・夜光反射材・啓発チラシの配布

・国道12号における自転車利用者への自転車安全利用・自
転車事故防止についての啓発活動（7/15）
・市ホームページに「自転車安全利用五則」「ながら運転
の危険性」等について掲載周知（11/14）
・北海道自転車条例に基づく自転車安全利用についての周
知及びヘルメット着用、自転車損害保険加入についてのチ
ラシを市内小・中学全児童・生徒に配布（10/13、11/14）

・市ホームページに運転免許証の自主返納と運転経歴証明
書制度について掲載周知

・各交通安全運動期間中、店内放送による啓発メッセージ
読み上げをイオン江別店に依頼。市役所庁舎内でも実施。
・市役所庁舎・住区会館内でのチラシ・啓発品等の配布。

・交通安全を呼びかける音声メッセージを発しながら交通
安全指導車で小学校の校区周辺を巡回。

・市の交通安全指導員が通学路で児童・生徒を誘導し、登
校時の交通安全の呼び掛けを行う。

・交通量が多い国道で、パトカーや交通安全指導車等関係
機関と合同により、赤色回転灯を点灯させて交通安全の呼
び掛けを実施。

・市の交通教育指導員らが幼稚園・保育園等を訪問し、園
児やその保護者を対象に道路の安全な歩行や自転車の安全
利用について、実践を交え指導を行う。

・市民参加の集会を開催し、交通安全思想の普及を図る。
・出動式及び旗の波啓発を行い、走行車両等に交通安全を
呼び掛ける
・反射材、交通安全啓発チラシの配布


